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ゆとりとみどり振興局の主要事業 

公園事業 １．レクリエーションを楽しむ大公園の整備 正蓮寺川公園

２．市民に身近な公園の整備 津守中央公園

緑化推進事業 １．緑化事業

２．ヒートアイランド対策の推進

３．生物多様性地域戦略の策定など

４．公園施設の整備など

５．ホームレス巡回相談事業など

文化施策推進事業 １．市民の芸術文化活動の支援

２．新進芸術家の支援育成

３．大阪の芸術文化ブランドの強化と発信

４．博物館群の総合力を活かした魅力向上

５．近代美術館整備計画の推進

６．文化遺産の保存整備

集客観光事業 １．大阪のまちの楽しさ向上

２．大阪のまちの利便性・快適性強化

３．大阪のまちのおもてなし強化

４．大阪のまちの情報発信強化

５．大阪のまちの観光体制強化

スポーツ施設整備事業 １．総合型地域スポーツクラブの設立・活動に対する支援

２．第1回大阪マラソン～OSAKA MARATHON2011～の開催

３．水と歴史の都　大阪ウォークの開催など

４．その他スポーツ施設の整備など

５．学校体育施設の開放

６．国際競技大会の招致・開催

７．トップアスリートとの市民交流の促進

８．（仮称）大阪市長杯姉妹都市ユースサッカー大会

局
事
業
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 都市公園事業の目的     

「緑の基本計画（H１２）」における緑の効果 

 緑豊かな公園は、身近な自然を感じることができ、人々の心にゆとりとうる
おいを与え、安全で快適な都市生活をいとなむために必要な社会資本であ
る。 

・レクリエーション空間の提供 

・都市の防災性の向上 

・うるおいのある都市景観の形成 

・都市環境の改善 

・自然環境の保全・創出 

 

・大阪らしい文化の醸成 

・活気あふれる都市の形成 

・わかりやすい都市の形成 

・地域コミュニティの育成 

 

 

ゆとりとうるおいのある安全で
快適な都市を目指す 

直
接
的
物
理
的
効
果 

間
接
的
心
理
的
効
果 
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 事業の変遷 

１９７５ １９４５ ２０１１ 

国の動き 

Ｈ２ 大阪市総合計画２１策定 
市・事業の変遷 

H１２ 大阪市緑の基本計画策定 

Ｓ３９ 緑化１００年宣言 

Ｈ２ 国際花と緑の博覧会開催 

Ｈ２ 花と緑のまちづくり宣言 

Ｓ３１ 都市公園法公布 
S43 改定都市計画法制定 

S４７ 都市公園等整備緊急措置法公布 

S48 都市緑地法公布 

H１５ 社会資本整備重点計画法施行 

H２１ 「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン策定 

 
 H２２ 「なにわルネッサンス２０１１」策定 

H５ 都市公園法施行令改正 

戦
後
の
混
乱
期 

公
園
の
効
用
と
何
ら
関
係
の

な
い
施
設
等
の
設
置
を
防
ぎ
、

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
確
保 

・都市構造の変化、高齢化の進展 

・余暇ニーズの多様化・高度化、 

・ライフスタイルの変化、 

・地球的規模での環境問題の顕在化 

時代のニーズの変化 

・人
口
一
人
当
た
り
公
園
面
積
の

標
準
の
引
き
上
げ
（３
㎡→

５
㎡
、 

市
街
地
） 

・｢

都
市
林
」「広
場
公
園
」を
新
設 

・「児
童
公
園
」を
「街
区
公
園
」に

改
正 

・「児
童
公
園
」に
定
め
る
公
園
施

設
の
基
準
を
廃
止 

 

 

 

多様な都市公園の整備 

 

 

 

H1６ 景観法公布、都市公園法改正 

 戦後の混乱期を経て、都市公園は、量的確保の拡大から、時代のニーズに適応した多様な
あり方へと変化している 
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・学校の校庭や植栽地            

・下水処理場の附属緑地         

・街路樹            
・区役所等公共施設の植栽帯、屋上緑化空間 
 等 

大阪市における緑地の分類 

※１：緑地：都市公園のみならず社寺境内地等の空地の多い施設、農耕地、山林、河川、水面等のオープンスペースなど良好な自然環境を形成しているもの 
 
資料：事業分析  H１８ 

都市公園法で規定するもの      都市公園 

都市公園以外で公
園緑地に準じる機
能を持つ施設 

・自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路 
・市民農園              
・臨港緑地             
・児童遊園              
・墓園                   
 等   

公共公益施設に 

おける植栽地等 

公共施設 

緑  地 

民間施設 

緑  地 

・公開空地              
・寺社境内地               

・民有地の植栽地             

・民間の屋上緑化空間           

 等 

都市公園 

以  外 

施
設
緑
地 

・風致地区（都市計画法） 
・生産緑地地区（生産緑地法） 
・河川区域（河川法）           
・保存樹・保存樹林(※）     
 ※都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 

緑 

地 

：本事業の対象区分 

地
域
性
緑
地
等 

※１ 

都市公園とは、国や地方公共団体が設置する施設緑地のうち、都市公園法により 

管理する公園・緑地である。 
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都市公園の種別 

・災害時の避難路の確保、市街地における 都市生活 
 の安全性及び快適性の確保を図ることを目的とし 
 て設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を 
 主体とする緑地      

都
市
基
幹
公
園 

総合公園     10～50ha 

運動公園      15～75ha 

風致公園 

動植物公園 
 

歴史公園 

広域公園 

基
幹
公
園 

特殊公園 

大規模公園 

その他 

・休養施設、修景施設、運動施設、多目的広場  
 、散策路等の各種施設が整備され、市民の憩  
 いの場、レクリエーションの場となるととも  
 に、自然環境も多く都市環境の改善に寄与す  
 る公園。災害時には広域避難場所ともなる。 
 
・競技場、野球場、プールなど人工的な各種の  
 スポーツ施設を集めたスポーツ・レクリエー  
 ションのための公園 

・歴史的景観が残る土地や、河川沿いなどの眺  
 望が良い土地で、優れた風致を活かして整備  
 される公園。 
 ・動物園または植物園、あるいはその両方が公  
 園の主要な施設となっている公園 
 
 
・史跡、名勝、天然記念物等の文化財を市民に  
 供することを目的とする公園 
 
 ・地域を代表する都市公園であり、豊かな自然  
 の中で屋外レクリエーションを楽しめる市民  
 の憩いの場である公園 
 
 ・都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市 
 景観の向上を図るために設けられる緑地 

都市緑地 

都市公園は大きく分けて、市民にとって身近な住区基幹公園と、より大規模な都市基幹公園等に分かれる。 

公園種別 標準面積 内容 

資料：事業分析 H１８  

※種別区分は都市公園法 

  及び関連通達に基づく 

都 

市 

公 

園 

街区公園     0.25ha  住
区
基
幹
公
園 

近隣公園           2ha  

地区公園           4ha  

・子供の遊び場や地域のコミュニティ形成の場      
 となる最も身近な公園 
・災害時には一時避難所となる公園 
 

・近隣住民の日常のスポーツ・レクリエーショ   
 ン活動の場となる公園 
・災害時には避難場所となる公園 
 
・野球場、テニスコート、プールなどの目的の  
 ある運動施設が設置され、地区住民の身近な  
 スポーツ・レクリエーションの拠点となる公 
 園 
・災害時には避難場所となる公園 

※ 

緑道 

    津 守 中 央 公 園     

    正 蓮 寺 川 公 園     
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 都市公園の計画案策定から整備までの流れ 

都市公園の整備については、都市計画法により都市計画決定され、事業認可を取得し、事業
を実施するものと、都市計画決定を経ず事業を実施するものがある。 

都市計画決定 

事 業 認 可 

事業実施（工事等） 

事 業 完 成 

《都市公園整備の流れ》 

開 設 の 告 示 

案   の   作   成 

〈都市計画によらない公園〉 

 
〈都市計画による公園〉 
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※１：国営公園、県営公園、府営公園を含む都市公園及び港湾緑地 

※２：２００５年３月３１日現在、東京都については、２００４年３月３１日時点   

都市公園等の箇所数や面積、市民1人あたりの都市公園等面積は、ともに他の政令指定都市と比較して少なく、
平均以下である。 

都市公園等※１整備状況の他都市比較※２ 

3,196

1,226 1,072

366
505667
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川
崎
市

静
岡
市

都市公園等箇所数（単位：箇所） 都市公園等面積（単位：ha） 

市民１人あたりの都市公園等面積（単位： ㎡ ／人） 

政令都市平均 
1,293 

政令都市平均
1,473 

政令都市平均
7.6 

資料：事業分析 H１８ 
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緑に対する市民の関心 
 
市民の多くが緑に関心があることに加え、花と緑に関する活動への参加についても 
多くの関心があることがうかがえる。 

○「緑」に対する市民の関心 ○「花と緑のまちづくり活動」への参加について 

関心があるとした人 → 約９４％ 関心があるとした人 → 約７０％ 

資料：市政モニター報告書「大阪市の緑と公園について」 平成２２年度 
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 事業計画（長期目標） 

    

   緑の将来目標 
  

 （１）都市公園等の市民１人あたり面積・・・・環境改善・防災・運動・休養・交流などの機能を 

                           兼ね備えた都市公園等の整備目標 

           ４．１㎡／人 （H２２．３末）      ７．０㎡／人 （２１世紀中葉） 

 

 （２）樹木・樹林率・・・・・・・心理的効果や環境改善効果に着目した都市緑化の目標 

  

           ６．９％  （H１８）             約１５％    （２１世紀中葉） 

 

 

 （３）自然面率・・・・・・・・・・水面・草地などの持つ環境改善効果も含めた都市緑化の目標 

 

           ２９．３％ （H１８）             約３０％    （２１世紀中葉） 

 

 

出典：大阪市緑の基本計画 H１２ ４月 

（国営公園、府営公園を含む都市公園面積および臨港緑地） 

（市域に占める樹木・樹林等の枝葉で覆われた面積の割合） 

（市域に占める樹木・樹林、水面、草地などの面積の割合） 

 都市公園法施行令において、「一の市町村の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面
積の標準は１０㎡以上」と定められている。   

 また、大阪市では「緑の基本計画」に将来目標を定め、整備を進めている。 
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 重点的取り組み方針（短期目標） 

 近年の社会経済環境の変化を踏まえ、時代の要請や市民のニーズへ的確に応えた緑
に係わる多様な施策を展開するため、  

  （１）都市魅力の創出につながる花と緑のまちづくりの推進 

  （２）市民が主体となった花と緑のまちづくりの推進 

  （３）都市公園等の活性化に向けた積極的かつ効率的な管理運営の推進 

という３つの指針を設定し、平成２１～２３年度の重点的取り組みを取りまとめている。 

（１）都市魅力の創出につながる花と緑のまちづくりの推進 

①大阪らしい景観など都市魅力の創出につながる緑の整備 

  ・水都再生に向けた緑の整備・・・水辺の緑による中之島の景観向上など 

  ・集客魅力を向上させる緑の整備・・・大阪城－難波宮新世紀整備構想の推進など 

②安全・快適な都市生活を支える緑の整備 

  ・身近な緑の整備・・・街区公園や近隣公園など身近な公園整備の推進      

  ・安全で安心な居住環境形成に向けた緑の整備・・・安心安全な公園づくりの推進など 

③ヒートアイランド対策など環境に配慮した緑の整備 

  公共施設での植物の栽培によるヒートアイランド対策の推進など 

緑の基本計画重点アクションプラン３（H２１) 

※津守中央公園・正蓮寺川公園：（１）②安全・快適な都市生活を支える緑の整備に位置付けられる 
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 都市公園整備の推移 

  早くから積極的に都市公園の整備を進めた結果、緑化百年宣言が出された約４０年前
と比べ、公園数は約３．３倍、公園面積は約２．６倍に増加している。 

  

  

859.1846.4
819.7

766.1
704.9

660.6

579.6
547.4

448.8

322.0

975954
916

853
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415
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1964 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

公園数と公園面積の推移 

この２５年間は緑化百年宣言
からの４０年間に比べ若干増
加率が下がっている 

 

緑化百年宣言 

公園数（ヵ所） 

 

 

 

 

公園面積（ha） 

（年度末） 
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 都市公園の整備状況 

 現在、２０箇所（49.30ha)で事業中であり、そのうち１８箇所(49.05ha)が都市計画に
よる公園、２箇所(0.25ha)が都市計画によらない公園である。 

都市計画による公園 
都市計画に 

よらない公園 

183.5ha 

事業中 
2箇所  
0.25ha 

事業中 
18箇所  
49. 05 ha 

開設 

(860.5ｈａ) 

未開設 

(183.７5ｈａ) 

808.1 ha 52.4 ha 
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 事業箇所 

 現在、２０箇所の都市公園で事業中である。  ※平成２３年１０月現在 

番号 種別 公園・緑地名 行政区 事業面積（ha） 未整備面積（ha） 着手年度 状況 残　　事　　業

1 街区 南生野 生野区 0.68 0.68 1998 全域 用地取得、教育用地管理替、施設整備

2 街区 中之島西 北区 0.63 0.04 1978 全域 用地取得、施設整備

3 街区 淡路２号 東淀川区 0.17 0.17 2005 全域 用地取得、施設整備

4 街区 海老江東 福島区 0.24 0.24 2010 全域 用地取得、施設整備

5 近隣 御幣島中央 西淀川区 2.30 2.30 1985 全域 施設整備

6 近隣 南港東 住之江区 1.10 1.10 1985 全域 施設整備

7 近隣 南加賀屋 住之江区 1.00 0.20 1993 全域 用地取得、施設整備

8 近隣 阿倍野再開発２号 阿倍野区 1.10 0.80 2003 全域 施設整備

9 地区 高見 此花区・福島区 3.70 0.47 1987 全域 施設整備

10 地区 津守中央 西成区 3.70 0.16 1997 全域 施設整備

11 地区 巽 生野区 2.50 1.20 1988 一部 用地取得、施設整備

12 地区 泉尾 大正区 4.70 0.20 1973 全域 用地取得、施設整備

13 地区 扇町 北区 7.40 0.35 1991 全域 施設整備

14 総合 毛馬桜之宮 北区・都島区 40.40 8.30 1967 一部 用地取得、施設整備

15 風致 大和川 住之江区・住吉区・東住吉区 6.70 3.30 1992 一部 用地取得、施設整備

16 歴史 大阪城 中央区 18.60 1.20 2004 一部 施設整備

17 緑地 鶴見緑地 鶴見区・城東区・旭区 131.50 11.90 1966 一部 用地取得、施設整備

18 緑地 正蓮寺川公園 福島区・此花区 16.50 16.50 2007 全域 施設整備

18箇所 242.92 49.11

19 街区 三国東１号 淀川区 0.10 0.10 2010 全域 用地取得、施設整備

20 街区 幸町 浪速区 0.15 0.15 2011 全域 施設整備

1箇所 0.10 0.25

19箇所 243.02 49.36

都
市
計
画
に
よ
る
公
園

都

市

計

画

に

よ

ら

な

い

公

園

小　　　計

小　　　計

合　　　計
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 事業費の推移 

 市の財政状況が厳しくなり、公園事業費の平成２３度予算額は、平成１３年度からの落ち込み
が、▲７８．４％にまで削減している。 

局の投資的・臨時的経費の推移（億円） 

（決算） 

※平成１３年に 

 新局として発足したため 

 以降のデータのみ 

 

（決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （予算） 

 

  文化施策推進事業費 

 

      集客観光事業費 

 

スポーツ施設整備事業費 

 

緑化推進事業費 

 

       公園事業費 
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  事業実施の方針 

 

公園事業は、社会状況をふまえ、周辺の公園の整備状況や事業規模、地元ニーズ等を 

総合的に勘案し、事業が可能となったところから、順次、事業実施を図っていく 
  

      当面は、新規の用地買収を必要としない、取得済用地などを活用して着実に整備を進めていく。 

         ・現在事業中の公園・緑地 

         ・取得済用地の整備 

         ・面的開発事業や本市のまちづくり施策と連携した公園整備 

 

また、既設公園については、市民ニーズ・社会動向に対応した機能更新を推進する 

   ・社会動向に対応しながら、本市のまちづくり施策と連携した大公園の再整備 

         集客魅力の創出に向けた大阪城公園の再整備など 

   ・安全安心な公園づくりの推進 
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0
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200
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

局投資的・臨時的経費の推移（億円） 

 

  文化施策推進事業費 

 

      集客観光事業費 

 

スポーツ施設整備事業費 

 

緑化推進事業費 

 

       公園事業費 

３６％ 

削減 

なにわルネッサンス２０１１における本事業の位置づけ 

 なにわルネッサンス2011では、「今後５年間の事業を厳選するための全庁的な検討体制を構築し、平成２７
年度までを目処に、事業の選択と集中を進めながら、おおむね平成２２年度の公共事業費の水準以下で、
公共事業の実施を図っていく」としている。 

 平成２３年度については、２２年度に比べ用地取得費等で公共事業費は増加しているが、平成１７年度か
らは▲３６％削減している。本市の財政状況は非常に厳しい状況ではあるが、今後も公園事業費を確保でき
るよう努めていく。 

経営課題４   花と緑あふれるまちづくり 
戦略４－１   都市魅力の創造につながる花と緑のまちづくりの推進 
  （達成目標） ・歴史や文化資源などを活かし、大阪ならではの文化・観光の魅力づくりなどにつながる緑の整備を 
           進めることで、アメニティ豊かで都市魅力の創造につながる緑の整備を進める。 
          ・市民が安全・安心して快適に都市公園を利用でき、身近なレクリエーションや地域の活動と協働の 
            取組が推進できる場となるよう、緑豊かでうるおいのある整備を進める。 

局運営方針における公園事業について 


